
 

 

 

令和５年 №30 

○東京学芸大学大学院学則等の一部を改正する学則の制定 

○東京学芸大学学位規程等の一部を改正する規程の制定 

 

改正理由 

令和５年度からの学部教育組織の再編，学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）の一

部改正，同規則第150条第６号に該当する者を本学の入学資格者に追加すること，休学した者の

授業料の免除及び納付した授業料等の返付について，現行の取扱いに即して整理すること並びに

字句修正に伴い，所要の改正を行うものである。 

 

承認経過 

 令和５年３月22日 教育研究評議会 審議・承認 

 令和５年３月27日 役員会 審議・承認 

 

  



 

東京学芸大学大学院学則等の一部を改正する学則を次のように制定する。 

 

  令和５年３月28日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

令和５年学則第１号 

東京学芸大学大学院学則等の一部を改正する学則 

  

 次に掲げる規程の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

(1) 東京学芸大学大学院学則（平成16年学則第１号） 

(2) 東京学芸大学学則（平成16年学則第２号） 

  



 

東京学芸大学学位規程等の一部を改正する規程を次のように制定する。 

 

  令和５年３月28日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          國 分  充 

 

令和５年規程第24号 

東京学芸大学学位規程等の一部を改正する規程 

  

 次に掲げる規程の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 

(1) 東京学芸大学学位規程（昭和42年規程第14号） 

(2) 東京学芸大学教育学部に置く課程の教育目的に関する規程（平成20年規程第21号） 

 



東京学芸大学大学院学則の一部改正について 

 

改正理由：納付した授業料等の返付について，現行の取扱いに即して整理することに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

   第７章 授業料，入学料及び検定料 

 （授業料等の額） 

第３５条 授業料，入学料及び検定料（以下「授業料等」という。）の額は，別に定

める。 

 （授業料の納付期限） 

第３６条 授業料は，次の２期に分けて，それぞれ年額の２分の１に相当する額を納

めなければならない。 

  春学期 （４月１日から９月30日まで）   ４月30日まで 

  秋学期 （10月１日から翌年３月31日まで） 10月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，春学期に係る授業料を徴

収するときに，当該年度の秋学期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

３ 入学年度の春学期又は春学期及び秋学期に係る授業料については，第１項の規定

にかかわらず，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可するときに

徴収するものとする。 

 （授業料等の返付） 

第３７条 一度納付した授業料等は返付しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の

申出により，当該各号に定める額を返付することができる。 

(1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が，４月入学の場合は３月31日まで

に，10月入学の場合は９月30日までに入学を辞退した場合 当該授業料相当額 

 

(2) 前条第２項及び第３項の規定により春学期に係る授業料を徴収するときに，秋

学期に係る授業料を併せて納付した者が，当該年度の９月30日までに退学した場

合 秋学期に係る授業料相当額 

 

(3) 授業料を納付した者が，第38条の規定により授業料を免除された場合 免除さ

れた授業料相当額 

 

〔省略〕 

 

   第７章 入学料及び授業料 

 （入学料及び授業料の額） 

第３５条 入学料及び授業料の額は，別に定める。 

 

 （授業料の納付期限） 

第３６条 授業料は，次の２期に分けて，それぞれ年額の２分の１に相当する額を納

めなければならない。 

  春学期 （４月１日から９月30日まで）   ４月30日まで 

  秋学期 （10月１日から翌年３月31日まで） 10月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，春学期に係る授業料を徴

収するときに，当該年度の秋学期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

３ 入学年度の春学期又は春学期及び秋学期に係る授業料については，第１項の規定

にかかわらず，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可するときに

徴収するものとする。 

 （授業料等の返付） 

第３７条 一度納付した入学料及び授業料は返付しない。 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず，入学を許可するときに授業料を納付した者が，４月入

学の場合は３月31日までに，10月入学の場合は９月30日までに入学を辞退した場合

には，納付した者の申出により当該授業料相当額を返付することができる。 

３ 前条第２項及び第３項により春学期に係る授業料を徴収するときに，秋学期に係

る授業料を併せて納付した者が，当該年度の９月30日までに休学又は退学した場合

には，第１項の規定にかかわらず，納付した者の申出により秋学期に係る授業料相

当額を返付することができる。 

 

 



(4) 入学料を納付した者が，第38条の規定により入学料を免除された場合 入学料

相当額 

(5) 検定料を納付した者が，第38条の規定により検定料を免除された場合 検定料

相当額 

（授業料等の免除等の手続） 

第３８条 授業料等の免除等の手続は，東京学芸大学学則（平成16年学則第２号。以

下「大学学則」という。）の規定を準用する。 

 

〔省略〕 

 

附 則 

 この学則は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

４ 第１項の規定にかかわらず，検定料を納付した者が，第38条の規定により検定料

の免除の許可を受けた場合，納付した検定料相当額を返付することができる。 

（授業料，入学料及び検定料の免除等の手続き） 

第３８条 授業料，入学料及び検定料の免除等の手続は，東京学芸大学学則（平成16

年学則第２号。以下「大学学則」という。）の規定を準用する。 

 

〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学学則の一部改正について 

 

   改正理由：令和５年度からの学部教育組織の再編，学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）の一部改正，同規則第150条第６号に該当する者を本学の入学

資格者に追加すること，休学した者の授業料の免除及び納付した授業料等の返付について，現行の取扱いに即して整理すること並びに字句修正に伴い，

所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

第２章 課程，入学定員，履修，卒業要件及び学位 

    第１節 課程，入学定員等 

（課程及び入学定員等）  

第４条 本学の教育学部に置く課程，専攻，コース及びプログラム並びに入学定員及

び収容定員は，次の表に掲げるとおりとする。ただし，各専攻,コース及びプログ

ラムの定員は，別に定める。 

   

 

 

 

課

程 
専攻(類) コース プログラム 入学定員 収容定員 

学

校

教

育

教

員

養

成 

初等教育 

（Ａ類） 

国語  

825名 3,300名 

社会  

数学  

理科  

音楽  

美術  

保健体育  

家庭  

英語  

現代教育実践 

学校教育 

学校心理 

国際教育 

環境教育 

 

   〔省略〕 

 

第２章 課程，入学定員，履修，卒業要件及び学位 

    第１節 課程，入学定員等 

（課程及び入学定員等）  

第４条 本学の教育学部に，学校教育系及び教育支援系の課程を置く。  

 

 

２ 学校教育系及び教育支援系の課程，専攻，選修，コース及びサブコース並びに 入

学定員及び収容定員は，次の表に掲げるとおりとする。ただし，初等教育教員 養

成課程の各選修及び中等教育教員養成課程の各専攻の定員は，別に定める。 

 

系 課程(類) 専攻 選修 入学定員 収容定員 

学

校

教

育

系 

初等教育教員

養成課程 

（Ａ類） 

 

国語，社会，数学

，理科，音楽，美

術，保健体育，家

庭，英語，学校教

育，学校心理，国

際教育，情報教育

，環境教育，もの

づくり技術，幼児

教育 

545名 2,180名 



ものづくり技術  

幼児教育  

中等教育 

（Ｂ類） 

国語  

社会  

数学  

理科  

音楽  

美術  

保健体育  

家庭  

技術  

英語  

書道  

情報  

特別支援教

育 

（Ｃ類） 

聴覚障害・言語

障害系 
 

発達障害・学習

障害系 
 

  

  

養護教育 

（Ｄ類） 
養護教育  

 

 

課

程 
専攻(類) コース 入学定員 収容定員 

教

育

支

援 

教育支援 

（Ｅ類） 

生涯学習・文化遺産教育 

185名 740名 

カウンセリング 

  
 

 
  

中等教育教員

養成課程 

（Ｂ類） 

国語 

 230名 920名 

社会 

数学 

理科 

音楽 

美術 

保健体育 

家庭 

技術 

英語 

書道 

 

特別支援教育

教員養成課程 

（Ｃ類） 

聴覚障害教育 

 40名 160名 言語障害教育 

発達障害教育 

学習障害教育 

養護教育教員

養成課程 

（Ｄ類） 

養護教育  10名 40名 

計 825名 3,300名 

 

系 課程(類) 専攻 コース 
サブコー

ス 
入学定員 収容定員 

教

育

支

援

系 

教育支援課

程 

（Ｅ類） 

教育支援 

生涯学習 

生涯学習 

35名 140名 文化遺産

教育 

カウンセ

リング 
 20名 80名 



ソーシャルワーク 

多文化共生教育 

情報教育 

表現教育 

生涯スポーツ 

 

 

  第２節 履修，卒業要件及び学位 

 （コースの選択等） 

第５条 学生は，前条の各専攻に属するコースのいずれか一つを選択しなければなら

ない。 

２ 各課程の履修基準，履修方法及び取得できる免許状に関し必要な事項は，別に定

める。 

 

   〔省略〕 

 

 （入学資格） 

第１６条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者でな

ければならない。 

(1)～(6) 〔省略〕 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等

学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大

学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合

格した者を含む。） 

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第２項の規定により他の大学に入

学した者であって，高等学校卒業程度認定審査規則（令和４年文部科学省令第18

号）による高等学校卒業程度認定審査に合格した者 

(9) 学校教育法第90条第２項の規定により他の大学に入学した者であって，本学

において，本学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

ソーシャ

ルワーク 
 20名 80名 

多文化共

生教育 

多言語多

文化 
20名 80名 

地域研究 20名 80名 

情報教育  15名 60名 

表現教育  20名 80名 

生涯スポ

ーツ 
 35名 140名 

計 185名 740名 

 

  第２節 履修，卒業要件及び学位 

 （専攻又は選修の選択等） 

第５条 学生は，前条の各課程に属する専攻又は選修のいずれか一つを選択しなけれ

ばならない。 

２ 各課程の履修基準，履修方法及び取得できる免許状に関し必要な事項は，別に定

める。 

 

   〔省略〕 

 

 （入学資格） 

第１６条 本学に入学することのできる者は，次の各号の１に該当する者でなければ

ならない。 

(1)～(6) 〔省略〕 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等

学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大

学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合

格した者を含む。） 

 

 

 

 

 



(10)本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で，18歳に達したもの 

 

   〔省略〕 

 

（編入学） 

第２０条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志願する者があった

ときは，その事由及び学力等を審査した上，これを許可することができる。 

 (1)～(3) 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （課程等の変更） 

第２３条 学生が課程の変更又は専攻，コース及びプログラムの変更を志望したと

きは，その事由及び学力等を審査した上，これを許可することができる。 

 

   〔省略〕 

 

（除籍） 

第２８条 次の各号のいずれかに該当する者は，学長が除籍する。 

 (1)～(5) 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

   第５章 授業料，入学料及び検定料  

 

〔省略〕 

 

（入学料の免除） 

第３３条 入学料の納付が極めて困難である者については，願い出により選考の上，

入学料の全部又は一部を免除することができる。 

２ 入学料の納付期限までの納付が困難である者については，願い出により選考の上

，入学料の徴収を猶予することができる。 

（検定料の免除） 

(8) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で，18歳に達したもの 

 

   〔省略〕 

 

（編入学） 

第２０条 次の各号の１に該当する者で，本学に編入学を志願する者があったとき

は，その事由及び学力等を審査した上，これを許可することができる。 

 (1)～(3) 〔省略〕 

２ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （課程等の変更） 

第２３条 学生が課程の変更又は専攻，選修及びコースの変更を志望したときは，そ

の事由及び学力等を審査した上，これを許可することができる。 

 

   〔省略〕 

 

（除籍） 

第２８条 次の各号の１に該当する者は，学長が除籍する。 

 (1)～(5) 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   第５章 授業料，入学料及び検定料  

 

〔省略〕 

 

（入学料の免除） 

第３３条 入学料の納付が極めて困難である者については，願い出により選考の上，

入学料の全部又は一部を免除することができる。 

２ 入学料の納付期限までの納付が困難である者については，願い出により選考の上

，入学料の徴収を猶予することができる。 

（検定料の免除） 



第３３条の２ 検定料の納付が極めて困難である者については，願い出により本学の

検定料を免除することができる。 

２ 前項の規定による検定料の免除については，別に定める。 

 

〔省略〕 

 

（授業料の納付期限） 

第３６条 授業料は，次の２期に分けて，それぞれ年額の２分の１に相当する額を 

納めなければならない。 

  春学期（４月１日から９月30日まで）   ４月30日まで 

  秋学期（10月１日から翌年３月31日まで） 10月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，春学期にかかる授業料を

徴収するときに，当該年度の秋学期にかかる授業料を併せて徴収するものとする。 

３ 入学年度の春学期又は春学期及び秋学期にかかる授業料については，第１項の規

定にかかわらず，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可するとき

に徴収するものとする。 

 

〔省略〕 

 

（授業料の免除） 

第３９条 学費の支払が極めて困難な学生には，願い出により選考の上，授業料の全

部又は一部の免除を許可することができる。 

 

〔省略〕 

 

（休学期間の授業料）  

第４２条 休学した学生に対しては，別に定めるところにより，休学期間の授業料を

免除する。  

 

〔省略〕 

 

（授業料等の返付） 

第４４条 一度納付した授業料等は，返付しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，納付した者の

申出により，当該各号に定める額を返付することができる。 

第３３条の２ 検定料の納付が極めて困難である者については，願い出により本学の

検定料を免除することができる。 

２ 前項の規定による検定料の免除については，別に定める。 

 

〔省略〕 

 

（授業料の納付期限） 

第３６条 授業料は，次の２期に分けて，それぞれ年額の２分の１に相当する額を 

納めなければならない。 

  春学期（４月１日から９月30日まで）   ４月30日まで 

  秋学期（10月１日から翌年３月31日まで） 10月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，春学期にかかる授業料を

徴収するときに，当該年度の秋学期にかかる授業料を併せて徴収するものとする。 

３ 入学年度の春学期又は春学期及び秋学期にかかる授業料については，第１項の規

定にかかわらず，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可するとき

に徴収するものとする。 

 

〔省略〕 

 

（授業料の免除） 

第３９条 学費の支払が極めて困難な学生には，願い出により選考の上，授業料の全

部又は一部の免除を許可することができる。 

 

〔省略〕 

 

（休学期間の授業料）  

第４２条 休学した学生に対しては，その休学期間の授業料を免除する。  

 

 

   〔省略〕 

 

（授業料等の返付） 

第４４条 一度納付した授業料等は，返付しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号の１に該当する場合は，納付した者の申出に

より，当該各号に定める額を返付することができる。 



(1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が３月31日までに入学を辞退した場

合 当該授業料相当額 

(2) 第36条第２項及び第３項の規定により春学期に係る授業料を徴収するときに，

秋学期に係る授業料を併せて納付した者が，当該年度の９月30日までに退学した

場合 秋学期に係る授業料相当額 

(3) 授業料を納付した者が，第39条及び第42条の規定により授業料を免除された場

合 免除された授業料相当額 

(4) 入学料を納付した者が，第33条第１項の規定により入学料を免除された場合 

入学料相当額 

(5) 学部入学に係る検定料を納付した者が，個別学力検査出願受付後に，本学が指

定した大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判

明した場合 その後の選抜に係る検定料相当額 

(6) 学部入学に係る検定料を納付した者が，第33条の２の規定により検定料を免除

された場合 検定料相当額 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

１ この学則は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 第４条，第５条及び第２３条の改正規定は，令和５年度以降に入学した者から

適用し，令和４年度以前に入学した者については，なお従前の例による。 

 

(1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が３月31日までに入学を辞退した場

合 当該授業料相当額 

(2) 第36条第２項及び第３項の規定により春学期に係る授業料を徴収するときに，

秋学期に係る授業料を併せて納付した者が，当該年度の９月30日までに休学又は

退学した場合 秋学期に係る授業料相当額 

 

 

 

 

(3) 学部入学に係る検定料を納付した者が，個別学力検査出願受付後に，本学が指

定した大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判

明した場合 その後の選抜に係る検定料相当額 

(4) 学部入学に係る検定料を納付した者が，第33条の２の規定により検定料免除の

許可を受けた場合 検定料相当額 

 

   〔省略〕 

 

 

  



東京学芸大学学位規程の一部改正について 

 

改正理由：令和５年度からの学部教育組織の再編及び字句修正に伴い，所要の改正を行うものである。 

改    正 現    行 

 

〔省略〕 

 

（専攻分野の名称） 

第４条 学士の学位を授与するに当たっては，課程の区分に応じ，次の表に定める専

攻分野の名称を付記する。 

課   程 専攻分野の名称 

学校教育教員養成課程 

 

 

 

教育支援課程 

教   育 

（学士の学位の授与） 

第５条 学長は，学士の学位を授与すべき者には，学位記（別紙様式Ⅰ）を交付す

る。 

 

   〔省略〕 

 

（学位授与の取消し又は撤回） 

第１６条 学長は，修士の学位を授与された者が次の各号のいずれかに該当すると

認められたときは，教授会の議を経て，当該学位の授与を取り消し，又は撤回し

なければならない。 

 (1)・(2) 〔省略〕 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（学位授与の取消し又は撤回） 

第４０条 学長は，教職修士（専門職）の学位を授与された者が次の各号のいずれ

かに該当すると認められたときは，教授会の議を経て，当該学位の授与を取り消

 

〔省略〕 

 

（専攻分野の名称） 

第４条 学士の学位を授与するに当たっては，課程の区分に応じ，次の表に定める専

攻分野の名称を付記する。 

 課   程 専攻分野の名称 

初等教育教員養成課程 

中等教育教員養成課程 

特別支援教育教員養成課程 

養護教育教員養成課程 

教育支援課程 

 

 

教   育 

（学士の学位の授与） 

第５条 学長は，学士の学位を授与すべき者には，学位記（別紙様式Ⅰ）を交付す

る。 

 

   〔省略〕 

 

（学位授与の取消し又は撤回） 

第１６条 学長は，修士の学位を授与された者が次の各号の１に該当すると認めら

れたときは，教授会の議を経て，当該学位の授与を取り消し，又は撤回しなけれ

ばならない。 

 (1)・(2) 〔省略〕 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

（学位授与の取消し又は撤回） 

第４０条 学長は，教職修士（専門職）の学位を授与された者が次の各号の１に該

当すると認められたときは，教授会の議を経て，当該学位の授与を取り消し，又



し，又は撤回しなければならない。 

 (1)・(2) 〔省略〕 

２・３ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

別紙様式Ⅰ（学士）（第５条関係） 

 

Degree Number：      

 

Ｔｏｋｙｏ Ｇａｋｕｇｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

Ｆａｃｕｌｔｙ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 

 

It is hereby certified that 

 

ｈａving fulfilled all the requirements and having passed all 

the examinations has ｔｈｉｓ ｄａｙ ｂｅｅｎ duly ａｄｍｉｔｔ

ｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ｄｅｇｒｅｅ ｏｆ 

 

Ｂａｃｈｅｌｏｒ ｏｆ 

 

The Official Seal of the University has been hereunto 

affixed 

this       th day of          . 

 

 

Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

 

 

  

第     号 

 

学 位 記 

 

 

  課程  専攻 コース 

  （プログラム） 

    氏  名 

 

 

 

本学所定の課程を修め本学を卒業したので 

学士（  ）の学位を授与する 

 

 

      年 月  日 

 

 

     東 京 学 芸 大 学 長 

 

 

（備考）和文・英文ともに，Ａ４判縦方向横書きとする。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

は撤回しなければならない。 

 (1)・(2) 〔省略〕 

２・３ 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

別紙様式Ⅰ（学士）（第５条関係） 

 

Degree Number：      

 

Ｔｏｋｙｏ Ｇａｋｕｇｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

Ｆａｃｕｌｔｙ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 

 

It is hereby certified that 

 

ｈａving fulfilled all the requirements and having passed all 

the examinations has ｔｈｉｓ ｄａｙ ｂｅｅｎ duly ａｄｍｉｔｔ

ｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ｄｅｇｒｅｅ ｏｆ 

 

Ｂａｃｈｅｌｏｒ ｏｆ 

 

The Official Seal of the University has been hereunto 

affixed 

this       th day of          . 

 

 

Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

 

 

  

第     号 

 

学 位 記 

 

 

  課程  専攻（選修） 

  （コース）（サブコース） 

    氏  名 

 

 

 

本学所定の課程を修め本学を卒業したので 

学士（  ）の学位を授与する 

 

 

      年 月  日 

 

 

     東 京 学 芸 大 学 長 

 

 

（備考）和文・英文ともに，Ａ４判縦方向横書きとする。 

 

   〔省略〕 

 

 

大学印 学長印 大学印 学長印 



１ この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の規定は，令和５年度以降に入学した者から適用し，令和

４年度以前に入学した者については，なお従前の例による。 

 

 

  



東京学芸大学教育学部に置く課程の教育目的に関する規程の一部改正について 

 

改正理由：令和５年度からの学部教育組織の再編に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

 

（教育目的） 

第２条 教育目的は，教育学部に置く課程ごとに定める。 

２ 教育学部に置く各課程の教育目的は，別表のとおりとする。 

 

   〔省略〕 

 

別表 各課程の教育目的 

○ 令和５年度以降の入学者対象 

課程 教育目的 

学校教育教員養成

課程 

学校教育教員養成課程では，子供と教員が共に新たな社会を創

造していく学校教育の実現を目指し，対子供として 「変化が激

しく予測困難な時代へ対応できる力と新たな価値を創造するこ

とができる力を子供に育成することができる教員」，教員自身

のものとして「学校や社会をより良く変革することに自律的・

主体的に取り組むことができる力を有する教員」を養成する人

材像とし，具体には，①豊かな教養と広い視野に立ち，②教育

課題及び人間発達（特に学齢期）に関する理解と，③学校教育

で扱う各教科に連なる諸学問や，人間の発達や教育課題を解析

する諸学問等について専門的な学識を身に付け，④それらを基

に，学校において生じる様々な教育課題について，児童生徒等

の当事者の置かれている状況に即して適切に対応し，成長・発

達を支援することができるとともに，立場を異にする様々な他

者と連携・協働し，その時々に解決の迫られている諸課題の解

決策を導くことができる人材を養成するための教育を行う。 

教育支援課程 

教育支援課程は，教育の基礎知識と教育支援の専門知識，並び

に協働力・ネットワーク力・マネジメント力を習得することを

通じて，学校現場と協働して様々な現代的教育課題の解決を支

 

   〔省略〕 

 

（教育目的） 

第２条 教育目的は，教育学部に置く課程ごとに定める。 

２ 教育学部に置く各課程の教育目的は，別表のとおりとする。 

 

   〔省略〕 

 

別表 各課程の教育目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



援する意欲と能力を備え，自ら考え行動できる教育支援人材を

養成することを目的とし，「生涯学習・文化遺産教育」「カウ

ンセリング」「ソーシャルワーク」「多文化共生教育」「情報

教育」「表現教育」「生涯スポーツ」の７コースにおいて，各

分野の専門的知識・技能を習得させるとともに，その専門性に

基づいた教育的実践能力を育成するための教育を行う。 

 

○ 平成 27 年度以降の入学者対象 

表 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

   附 則 

 この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 27 年度以降の入学者対象 

表 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 

 

 


